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規　　　　　則

　山形県工業技術センター設備の一部使用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

山形県規則第１号

　　　山形県工業技術センター設備の一部使用に関する規則の一部を改正する規則

　山形県工業技術センター設備の一部使用に関する規則（昭和27年11月県規則第69号）の一部を次のように改正す

る。

　別表中
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」
を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

恒温器 24時間 360円

恒温器 24時間 360円

ファーメンター １時間 470円

微生物分類同定分析装置 30分 7,310円

洗米機 30分 50円

遠心分離機 30分 590円

全自動糖分析装置 30分 3,580円

醸造成分分析装置 30分 410円
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　　　附　則

　この規則は、令和３年２月１日から施行する。

告　　　　　示

山形県告示第67号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定により、指定介護予防サービス事業者を次のとおり指

定した。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

指定介護予防サービス事業者

の名称又は氏名　
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日

有限会社ほなみ
ほなみ調剤薬局

鶴岡市ほなみ町７番１号

介護予防居宅療養

管理指導
令和 3. 1.20

山形県告示第68号

　平成７年３月県告示第264号（山形県工業技術センター手数料条例による手数料の額）の一部を次のように改正

し、令和３年２月１日から施行する。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

　２分析の項の表中
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」
を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

山形県告示第69号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定により、令和２年度地籍調査事業計画を次のとお

り定めた。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

調査を行う者の名称 調　　　査　　　地　　　域 調　査　期　間

山 　 形 　 市

飯塚町、大字下椹沢、西原二丁目及び大字志戸田の各一部

令和２年３月２日か

ら令和３年３月31日

まで

大字十文字、大字大森、大字青柳、飯塚町、横道、八日町、大

字漆山、大字風間及び上柳の各一部

令和２年５月26日か

ら令和３年３月31日

まで

大字上椹沢、西原一丁目及び大字下反田の各一部

令和２年５月28日か

ら令和３年３月31日

まで

赤外分光分析 １分析 5,240円

微生物分類分析 １試験１試

料
9,870円

グルコース分析 １試験１試

料
910円

酒精計分析 １試験１試

料
5,760円

赤外分光分析 １分析 5,240円
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米 　 沢 　 市 笹野本町、笹野町及び古志田町の各一部

令和２年５月26日か

ら令和３年３月31日

まで

鶴 　 岡 　 市 谷定の一部 同

酒 　 田 　 市 生石及び北俣の各一部 同

上 　 山 　 市
美咲町一丁目、美咲町二丁目、矢来一丁目、矢来二丁目、矢来

四丁目、南町、石堂及び長清水一丁目の各一部

令和２年３月２日か

ら令和３年３月31日

まで

長 　 井 　 市 今泉及び河井の各一部

令和２年５月26日か

ら令和３年３月31日

まで

天 　 童 　 市

大字蔵増の一部

令和２年３月２日か

ら令和３年３月31日

まで

大字藤内新田及び大字蔵増の各一部

令和２年５月26日か

ら令和３年３月31日

まで

高 　 畠 　 町

大字高畠の一部

令和２年１月16日か

ら令和３年３月31日

まで

同

令和２年５月26日か

ら令和３年３月31日

まで

白 　 鷹 　 町 大字萩野の一部 同

飯 　 豊 　 町 大字萩生の一部 同

山形県告示第70号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

１　調査を行った者の名称

　　大江町

２　調査を行った期間

　　平成29年４月３日から平成31年３月19日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　大江町地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　大字沢口、大字柳川及び大字貫見の各一部

５　認証年月日

　　令和３年１月18日
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山形県告示第71号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、県営たらのきだい地区土地改良事業に係

る換地処分をした。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

山形県告示第72号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において令和３年１月29日から同年２月12日まで縦覧に供す

る。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　山形天童線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

天童市大字乱川字新屋敷207番２から

同　　　　　　　　　　209番まで
旧

 　8.5 メートル

　  ～

　 7.6

 メートル

　　 57

天童市大字乱川字新屋敷207番から

同　　　　　　　　　　209番まで
新

　10.3 メートル

　  ～

　 8.5
同　上

山形県告示第73号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において令和３年１月29日から同年２月12日まで縦覧に供す

る。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

１　路 線 名　　山形天童線

２　供用開始の区間　　天童市大字乱川字新屋敷207番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　  　　　　209番まで

３　供用開始の期日　　令和３年１月29日

山形県告示第74号

  都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21

条第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき三川町から送付のあった都市計画の変更の図書の写し

を次のとおり縦覧に供する。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

１  変更に係る都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　三川都市計画下水道

　(2) 名　称　三川町公共下水道

２  縦覧の場所

    県土整備部都市計画課
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山形県告示第75号

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

　　　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程（昭和39年８月県告示第703号）の一部を次のように改正する。

　　　　　「

別表第５中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

公　　　　　告

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）の規定が適用され

る令和３年度における山形県の物品等（工事材料を除く。）及び特定役務（建設工事、設計、測量、調査及びコン

サルタントを除く。）の調達契約（以下「特定調達契約」という。）に係る競争入札の参加者の資格等は、次のとお

りである。

  なお、既に山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号。以下「規則」という。）第125条第５項の規定による審査（以

下「資格審査」という。）を受け、有効期間が令和５年３月31日までの競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」

という。）に登載されている者は、この公告による申請は要しないものとする。

　　令和３年１月29日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子　　　

１　調達する物品等及び特定役務の種類

　(1) 物品等の種類

　　   貴金属・時計類、工芸品類、看板・旗類、写真類、印章類、楽器・書籍類、スポーツ用品類、木工品・家具

類、繊維・皮革製品類、文具・事務調度品類、事務機器類、情報機器類、通信機器類、電機・音響機器類、薬

品・塗料類、医療機器類、計測・理化学機器類、産業機器類、農業・土木建設機械類、消防防災機器類、厨房・

環境衛生機器類、雑貨・日用品類、自動車類、自動車付属品・自転車類、印刷類、地図・青写真・複写類、燃

料類、道路標識・安全保安用品類、船舶・航空機類、その他

〃　　寒河江支店 寒河江市本町一丁目４

番16号

〃 寒河江中央

支店

〃　　陵南支店 〃　　　大字寒河江字

内の袋146番地

〃 〃

〃　　寒河江支店 寒河江市本町一丁目７

番16号

〃 寒河江中央

支店

〃　　石川支店 石川郡石川町字当町50

番地の12

〃 〃

〃　　石川支店 石川郡石川町字当町50

番地の12

〃 〃

山形中央信用組合

　　　陵南支店

寒河江市本町一丁目７

番16号

〃 寒河江中央

支店
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　(2) 特定役務の種類

　　 　自動車の保守及び修理のサービス、自動二輪車及び雪上車の保守及び修理のサービス、個人用品及び家庭用

品の修理のサービス、飲料提供サービス、陸上運送サービス、乗組員付き船舶の賃貸サービス、航空輸送サー

ビス、貨物運送取扱いサービス、宅配サービス、電気通信サービス、運転手付きでない農業用機械及び設備の

リース又は賃貸サービス、運転手付きでない建設用機械及び設備のリース又は賃貸サービス、オペレーター付

きでない事務用機械及び設備（コンピュータを含む。）のリース又は賃貸サービス、家具その他家庭用の器具

の賃貸サービス、娯楽用品の賃貸サービス、その他の個人用品又は家庭用品の賃貸サービス、一般経営に関す

る相談サービス、財務管理に関する相談サービス（事業税に関するものを除く。）、マーケティング管理に関す

る相談サービス、人材管理に関する相談サービス、生産管理に関する相談サービス、その他の経営相談サービ

ス、コンピュータ関連サービス、市場調査及び世論調査のサービス、広告サービス、装甲車による運送サービ

ス、建築物の清掃サービス、林業及び木材伐出業に付随するサービス（森林経営を含む。）、出版及び印刷の

サービス、金属製品、機械及び機器の修理のサービス、初等教育サービス、中等教育サービス、高等教育サー

ビス、成人教育サービス、汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス、映画及びビデオテープ

の配給等のサービス

２　競争入札参加者の資格

　　次に掲げる要件を全て満たす者であること。

　(1) 山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）又は消費税を滞納している者でないこと。

　(2 ) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入している者（加入する義務のない者を除く。）であ

ること。

　(3 ) １年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいる者その他これに準ずる者とし

て知事が認める者であること。

３　競争入札参加資格審査申請書の提出の時期

　 　規則第125条第１項に規定する競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）は特定調達契約の締結

が見込まれる場合において随時に提出することができる。

４　申請の方法

　(1) 申請書用紙等の入手方法

　　　申請書の用紙等は、契約担当課において競争入札の参加資格を得ようとする者に交付する。

      また、山形県のホームページ（https://www.pref.yamagata.jp/）からもダウンロードできる。

　(2) 申請書の提出方法

　　　競争入札の参加資格を得ようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して契約担当者に提出すること。

　　イ　法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書

　　ロ　印鑑証明書

　　ハ　納税証明書（山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）及び消費税の滞納がないことを証明するもの）

　　ニ　使用印鑑届（使用印鑑を設定する場合に限る。）

　　ホ　委任状（競争入札の参加及び契約等の権限を営業所等に委任する場合に限る。）

　　ヘ　県内事業所一覧表（県内に事業所を有する場合に限る。）

　　ト　印刷機材等設備明細書（印刷物に係る競争入札の参加資格を得ようとする者に限る。）

　　チ　契約履行実績一覧表

　　リ　営業許可・認可証等の写し

　　ヌ　貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類（以下「財務諸表」という。）

　　ル　暴力団排除に関する誓約書

　　ヲ　社会保険・労働保険加入状況一覧表及び社会保険・労働保険の加入状況を確認できる書類の写し

　(3) 申請書等の作成に用いる言語

　　　申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。

　　　なお、その他の書類で外国語で記載されたものについては、日本語の訳文を付し、又は添付すること。

５　資格審査及び結果の通知

　(1 ) 資格審査は、４により提出された書類により行い、当該書類を提出した者について資格を有すると認めたと

きは、資格者名簿に登載する。

　(2) 資格審査の結果については、当該申請書を提出した者に通知する。
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６　資格の有効期間及び更新手続

　(1) 競争入札参加資格の有効期間

　　　資格者名簿に登載された日から令和５年３月31日までとする。

　(2) 有効期間の更新手続

　　 　(1)の有効期間の更新については、規則第125条第１項及び第４項の規定により必要に応じて申請書を提出す

ること。
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